
①賃金改善期間設定 2024年 月　～ 2025年 11月

②社会保険料料率設定

月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 9月 11月

0.00302

0.0095

③加算受領額（サービス提供月）

施設名・サービス名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1月 3月 合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1)加算額以上の賃金改善について（全体） 【参考】(２)加算以上の部分で賃金水準を下げないことについて 特に記入しません。

円 ←

円 円 直接入力してください。

ⅰ） 円 円

ア 円 円 自動的に集計結果が表示されます。

円 ← 円 ←

円 ← 円

円

円

④ 円 ← 円

⑤ 円 円

⑥ 円 円

⑦ 円 ←

介護職員等処遇改善加算 実績報告用集計表

上記金額は参考です。確認の上、報告書に記載してください。

0

〇

　① 令和６年度の加算額 0

色のセルは、補正が必要になる場合があります。

指定権者や都道府県の指示にしたがって適切に入

力してください。

色のセルは、

色のセルは、

色のセルは、

0 0

賃金改善額が加算額を0円上回っています。

① 令和６年度の加算の影響を除いた賃金額

〇

8月

11月 12月

（カ）令和５年度の各介護サービス事業者等の

　　　独自の賃金改善額

（イ）令和５年度の旧処遇改善加算の総額

令和５年度と比較した令和６年度の増加分 （ウ）令和５年度の旧特定加算の総額

算定した加算の合計

（イ）令和６年度の賃金改善額（再掲） 0

⑤以外で、その他の手当、一時金等によるあらたな賃金改善

額
0

新たな賃金改善額の合計（ｇ＋ｈ） 0

令和５年度と比較して令和６年度に増加する加算額（繰越分

を除く。）（ｂ－ｃ）
0 （エ）令和５年度の旧ベースアップ等加算の総額

令和６年度に④を原資として行う新たな賃金改善額（ベースアップ（基本給

及び決まって毎月支払われる手当の一律の引上げ）によるもの）
0 （オ）令和６年２・３月分の処遇改善支援補助金の総額

うち、令和７年度の賃金改善に充てるために繰り越す部
分の額

0 （ウ）令和６年４・５月の処遇改善支援補助金の総額

　②　令和６年度に賃金改善が必要な額（a-c） 0
〇

② 令和５年度の加算及び独自の賃金改善の影響を除いた賃金額
　　（①の額は②の額を下回らないこと）

0

　③ 令和６年度の賃金改善額
　（②の額以上になること）

0 　（ア）令和５年度の賃金の総額

　（ア） 令和６年度の賃金の総額 0

うち、令和５年度と比較して令和６年度に増加した加算額

月合計

2月

0

労災保険料率

雇用保険料率

健康保険料率

介護保険料率

厚生年金保険料率 0.0951
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賃金改善状況
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